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運転免許停止処分害

※運転免許証を受領できるのは停止処分の最終日の翌日からです。

※裏面を必ずお読み〈だ言い。

第92940-Z 号

下記の理由によりあなたの運転免許の効力を

平成年月

平成年 月

停止します。
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過去3年以内における前歴の回数
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』

野村一也殿氏名

生年月日｜昭和40.02.25(男）昭和40．02．25(男）

免許証の
番号 23.0a23神奈川県公安委員会交付第458704656222 号

有効年月日

26.03.25；
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日
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処分の

根拠法条
道路交通法第103条第1項第5号

詔

違反事故の
発生年月日

違反行為の 種 別 等
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整備不良（尾灯等）‘尾灯等2410.13

速度超過30以上50未満指定25.05.16理

９
口
里

■

由

B、

■｡

一
圃
開
房

南
曽
龍

榊
屋
南



口

I

豆壬

行政処分を受けられた方へのお知らせ
▼やJげ1V

弗議濁

蕊職鯛鵬織撫雛灘繍鍋鋤鯖…雪綬識↓この処分による停止期間中に免許証の有効期間が満了される方は､自らこの処分書により更新手続きをしてください。
織育甥懲蕊螺溌謡譲震態鰯雛職:欝雛識る善察署で免許証を受け取ってください。

代理人が受け取り:,に来られるときは、下記代理人選任届に記入し代理人の身分を確認できるものを持参させてください。
6．免許証を受け取るときは、執務時間内に来てください。
7．この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に神奈川県公安委員

会（事務取扱・・・運転免許本部免許課）に対して審査請求をすることができます。
8．この処分については、上記7の審査請求を行ったか否かにかかわらず、この処分があったことを知った日の翌日から起算

して6か月以内に神奈川県を被告として横浜地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することもできます。
9．上記7の審査請求をした場合においては、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月

以内に神奈川県を被告として横浜地方裁判所にこの処分の取消しの訴えを提起することができま‘す。
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代 理人選任届 ＝

伊

住所

代 理人氏名（

続柄

私は、行政処分が終了した運転免許証の受領に関して、

上記の者を代理人として選任したので届け出ます。

平成年月日

住所

氏名

歳）
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運転免許停止期間短縮通知書

平 成 年 月 日

道路交通法第103条第10項の規定に基づき、表記の停止処分

について、その停止期間を日短縮し、平成年月日

神奈川県警察本部

まで停止としたので通知します。

』

耐南砲
阜曽間
南恵三壷


